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１　情報提供依頼の目的
　本市では、令和5年度に庁用スマートフォン及びクラウドPBXによる電話サービスを導入し、業務の効率化や柔軟な働き方の推進を図ってきた。一方、運用を重ねる中で、通話品質、運用管理、端末管理等に関する課題が顕在化している。
　本情報提供依頼（RFI）は、令和8年度に予定する現行契約満了に伴う更新に向け、庁用スマートフォン及び電話サービスの最適な更新方針を検討するため、技術的知見、最新動向、実現可能なサービス構成等について幅広く情報収集を行うことを目的とする。

２　現状の構成について
２－１　庁用スマートフォン
	No
	区分
	内容

	１
	機種
	1 iPhone11（レンタル）
2 AQUOSsense3（買い切り）

	２
	台数
	1 約1,100台（当初600台＋追加500台）
2 約150台

	３
	プラン（デバイス＋SIM）
	デバイスレンタル
データ通信シェア2グループ合計4,000GB/月（2,000GB/1グループ/月）
通話定額（ナビダイヤル等一部通話を除く）
※最低利用期間３年の相対契約

	４
	端末管理（MDM）
	1 利用サービス：Microsoft Intune
対象デバイス：COBO（庁用スマートフォン）、BYOD（私用スマートフォン）
ライセンス：Microsoft365 E3
主な管理機能：条件付きアクセス、アプリ配信ポリシー、構成プロファイル、ワイプ、位置情報取得（緊急時）
2 MDM管理外


	５
	主な用途
	1 外線電話、内線電話、テザリングによるテレワーク環境、Microsoft365、写真撮影、ボイスレコーダー
2 外線電話、内線電話

	６
	主な利用アプリ
	クラウドPBX、Microsoft365（Teams、Outlook）

	７
	配備拠点
	1 本庁舎、出先拠点（５支所＋３出張所＋１拠点）
2 保育所（２２箇所）
※今後、消防署の分署（６箇所）や給食センター（３か所）等の小規模拠点へ拡張する可能性がある

	８
	故障交換
	先出センドバックによる交換




２－２　電話サービス
	No
	区分
	内容

	１
	サービス名
	Dialpad（クラウドPBX）

	２
	ライセンス形態・数
	050番号有ライセンス　367（※）
050番号無ライセンス　733
デスクフォンライセンス　250
グループ番号ライセンス（050番号保有、0ABJ番号利用）124
※050番号は運用上利用しておらず、ライセンス価格低減の条件で最低数を保有

	３
	デスクフォン機種数量
	機種　Poly VVX-250
数量　250台（有線LAN）　電源　AC

	４
	通話プラン
	Dialpad間通話は無料、外線発信（Dialpad以外）は従量制

	５
	同時着信（チャネル）数
	1グループあたり２５まで
（他グループの着信数には影響しない）

	６
	配備拠点
	本庁舎
出先拠点（５支所＋３出張所）

	７
	保守
	障害対応
ソフトウェアバージョンアップ対応
人事異動対応（1回/年）　など

	８
	FAX
	FAXはオンプレPBXに接続して利用



２－３　テレワーク環境
テレワーク時はPCと庁用スマートフォンをテザリングし、VPNソフト（Cisco社製）で庁内ネットワークにVPN接続している。認証はPC側の証明書＋RADIUSサーバ（オンプレ）により認証を行っている。
また、別途モバイルルータを保持しており、モバイル閉域網を利用して基幹庁内ネットワークに接続している。認証は電話番号単位により行っており、50回線分利用している。

３　現状の課題について
３－１　電話サービスの課題
（１）通話品質・安定性の問題
　　通話中に周りの音声（雑音）を拾う、途切れることがある。また、相手方の声が聞こえない、相手方の声が聞こえるが応答者の声が届かない、転送に失敗するという現象が発生しているが、原因の切り分けが十分に行えず、再発防止策を講じることができていない状況にある。

（２）組織全体で連絡先が共有
　　ユーザが連絡先を登録すると、組織全体で共有され、ユーザ単位あるいは所属単位での管理ができない。そのため、誰か一人が登録した名称がすべての端末で表示されてしまう。

（３）グループメンバーの上限
　　一つの所属グループに登録できるメンバーの上限が２５ユーザまでとなっており、人数が多い部署のユーザは所属すべきグループに登録することができない。そのため、同一部署でありながら、所属の外線番号で着信できなかったり、所属で保留した電話を保留解除で受け取ることができないユーザが存在している。

（４）異動時のユーザメンテナンス
　　異動処理を一括で行うことができない。
　　ＵＩ上からだと１件毎の対応となるため、開発元によるサポートを依頼しているが対応完了までに相当の期間を要している。

３－２　庁用スマートフォンの課題
（１）OSのサポート期限
　iPhone11のOSサポートが2026年中に終了する可能性があり、脆弱性によるセキュリティリスクがある。　

（２）データ通信容量の上限・Wi-Fi回線のひっ迫
OSやアプリのアップデートにより、データ通信量の上限に近づくことがある。
　　そのため、庁内ではWi-Fiに接続して利用しているが、同時にアップデートが行われると通信が集中することから、庁内回線のひっ迫と著しい速度低下により、業務に支障をきたす事象が発生している。
庁内のWi‑Fiは、Cisco製のWi‑Fi 6対応デュアルバンドアクセスポイントを採用しており、4×4の空間ストリーム性能を有している。
また、当該Wi‑Fiは、外部接続として1Gbpsベストエフォート回線を利用しており、無線アクセスポイントから上位ネットワークまでの区間は1Gbpsの有線インターフェースで接続されている。

（３）デスクフォン運用が必要となっている背景
会計年度任用職員等、年度途中で人の入替が発生する職員を中心に、現在もデスクフォンを利用している。
スマートフォンを配備した場合、ユーザ登録、端末割当、回収・再設定等のユーザ管理作業が発生し、運用負荷が大きい。
このため、個人に紐づくユーザ管理を行う必要がなく、極めて簡易な管理で利用可能な手段としてデスクフォンを設置している状況にある。

（４）一部業務スマートフォンの未管理
一部の所属においては、導入コストや運用コストを抑制する観点から、Androidスマートフォン（AQUOS sense3 約150台）を導入・運用している。
　　これらの端末については、MDM（端末管理）を適用しておらず、OS設定やアプリ制御、リモートワイプ等の管理が行えていない状況にある。
　そのため、他の庁用スマートフォン（COBO）と比較して、セキュリティ対策や端末管理の統一が図れておらず、情報セキュリティおよび運用面において課題となっている。

（５）COBOおよびBYODにおける業務活用の制約
現在、庁用スマートフォン（COBO）および私用スマートフォン（BYOD）は、Microsoft Intune により管理しており、情報漏えい防止の観点から、アプリ間でのコピー操作やファイルのダウンロード等を制限しながらTeamsやOutlook等のMicrosoft 365の機能を利用できる環境にある。
しかし現状では、庁用スマートフォンを庁外へ持ち出す場面はテレワーク実施時が中心であり、平常時の活用は限定的である。
一方でBYODについては、TeamsやOutlook等のMicrosoft 365の機能を利用できる環境にはあるものの、心理的な抵抗感や運用上の要因により、実際の利用は進んでいない状況にある。このため、庁用スマートフォンを持ち出さない場合には、緊急時等においてTeams等を用いた連絡が行えないことがある点も課題となっている。
なお、本市としては、業務を私生活に持ち込むことを強制する運用は望んでおらず、BYODの利用を必須とする考えはないが、二台持ちを避けつつ業務上の連絡を行いたい職員に対する選択肢が十分とは言えない状況にある。


４　情報提供依頼における重視する項目と優先順位
本情報提供依頼において特に重視する項目および優先順位は以下のとおりとする。
なお、４－４については必須要件ではないが、提案する場合は、実現可能な具体的サービス内容・導入ステップ・概算費用を明示すること。

４－１　不具合のない確実かつ高品質な通話の実現
本市では、運用安定性および通話品質を最重要要件とする。
以下のいずれかの方式による実現を提案すること。
・FMC（Fixed Mobile Convergence）
・クラウドPBX
・その他最適と考えられる方式
なお、提案に当たっては、以下の事項を必ず明示すること。
・通話品質に関する責任分界点（端末、ネットワーク、クラウドサービス等）
・エンドツーエンドでの品質確保の考え方
・SLA（可用性、遅延、パケットロス等）および品質指標
・障害発生時の切り分け方法および一次対応体制
・通話品質の可視化・監視の仕組み

また、庁内ネットワークおよびモバイル回線を含めた音声品質確保のための設計方針（QoS制御、帯域制御、優先制御等）についても示すこと。

４－２　必要機器の確保（スマートフォン・デスクフォン等）
業務に必要な端末・機器について、以下を満たす提案を行うこと。
・スマートフォン（iOS / Android）の想定機種および更新サイクル
・デスクフォンや共用端末の必要性有無および代替案
・会計年度任用職員等、短期間利用者を想定した端末提供方法
・ユーザ作成・削除・端末割当等の運用負荷を最小限とする仕組み
・故障時の交換方式（先出しセンドバック等）

４－３　セキュリティの確保・端末管理
セキュリティおよび端末管理について、以下の内容を示すこと。
・OSサポート期限を考慮した端末選定方針
・MDM/MAMによる管理方法（COBOとBYODの分離を含む）
・Apple Business Manager（ABM）およびAndroid Enterpriseを活用した端末管理方式
・情報漏えい対策と利便性を両立するポリシー設計の考え方
・COBOにおける業務アプリ活用拡大の可能性
・BYODを必須としない前提で、任意利用時に安全に業務コミュニケーションを行うための方式
・BYODを任意で認める場合に必要と考えられるスマートフォン端末の最低要件
・Microsoft Entra ID との連携可否および方式
・OSやアプリの安定的なアップデートの実施方法
・人事異動・組織改編時のユーザ情報およびグループ設定の一括更新方法
・紛失・盗難時の対応（ワイプ、位置情報 等）
・音声・通話データの保存・管理方法

４－４　AI活用（提案可能な場合のみ）
AI活用については、提案可能な場合に限り以下を示すこと。
なお、自治体利用における制約（個人情報、説明責任等）を踏まえた現実的な提案とすること。
【第1段階】
・通話内容の録音、テキスト化、分類
・ナレッジとして蓄積・検索する仕組み
・音声認識および要約の精度（日本語対応含む）
・保存期間、セキュリティ、個人情報対応
【第2段階】
・蓄積したナレッジを活用した
 　　　- 音声自動応答（IVR/ボイスボット）
 　　　- チャットボットによる問い合わせ対応
・双方向リアルタイム翻訳（日本語⇔外国語）
　　電話通話において、双方の発話をリアルタイムに音声として翻訳・提示する仕組み
・実現可能なサービス内容、対応言語、想定利用シーン
　（窓口対応、電話対応等）

４－５　その他の活用（提案可能な場合のみ）
スマートフォンを活用した業務効率化や運用高度化について、提案可能な場合に限り、以下の内容を示すこと。
・スマートフォンを認証手段としたスマートキーとしての利用
・庁舎、執務室等における入退管理との連携
・勤怠管理システムとの連携または代替となる活用方法
・公用車の利用管理（解錠、利用記録、予約管理等）への活用

５　情報提供依頼内容
下記項目の提案書等を作成すること。

（１）技術提供資料一式（概要説明）
導入目的をもとに、提案するシステムの内容や運用手順について具体的に記述及び図示されたもの。

（２）導入スケジュール提案書（案）
　　システムの構築環境をもとに、スケジュール案が示されているもの。
　なお、既存機器の満期（令和８年１０月末）に伴う更新とすることを基本とするが、構築作業期間等を考慮し、切替時期を延長（１～３か月程度）することも可能とする。

　　＜今後の予定＞
令和８年５月～６月
　　　　プロポーザルの調達仕様書等の作成
令和８年７月～８月
プロポーザルの実施
令和８年９月頃
業者決定
　　 令和８年１０月頃以降
　　　　構築～切替

（３）導入体制提案書（案）
システムの構築環境をもとに、導入体制案（人員体制等）が示されているもの。

（４）保守提案書（案）
構築年度以降の保守体制（人員体制等）が示されているもの。

（５）導入実績一覧
提案内容と同様のシステムを地方自治体へ導入した実績一覧。（予定を含む）

（６）費用見積
　　通話方式（FMC、クラウドPBXもしくはそれらのハイブリッド形式）により、費用構成が異なる場合は方式別に内訳を示すこと。
①　導入費用
環境導入（ハードウェア・システム）に必要な費用。各項目についての明細及び費用内訳の記載されたもの。
②　保守費用
保守費用およびそのサービス提供内容も詳細が記載されたものを提示すること。

③　ランニング費用
デバイスやライセンス等の利用費用（月額）が記載されたものを提示すること。通信料などの従量制料金の仕組みや最低利用期間等の条件がある場合はその旨も示すこと。
④　その他の費用
上記①から③以外に必要となる費用がある場合はその内容を示すこと。
　　⑤　5年間運用した場合のトータルコスト
　　　　デバイスの更新サイクルを含めた長期的な費用を示すこと。

（７）ハードウェア仕様書
必要なハードウェア等（OS含む）の明細が明示されたもの。

（８）システム仕様書
必要なシステム等（提案者が作成または調達したもの）の仕様が明示されたもの。

（９）デバイスの更新の考え方
　スマートフォンの更新サイクル、新旧端末入替時の流れの概略を明示すること。

（10）その他
その他、提案者が提案に必要と考えるもの。

６　情報提供依頼の提出について

６－１  提出期限
　　　令和８年６月１日（月）１７：１５迄に、「５－３提案依頼に関する窓口」へ提出すること。
※必要に応じ、補足資料請求、ヒアリング、デモンストレーション依頼等を実施する。


６－２  提出の形式
提出資料については電子媒体１式又は紙媒体２部（１部は製本していないもの（コピー用））を提出すること。様式は自由。

６－３  提案依頼に関する窓口
　　東広島市　　　　総務部DX推進チーム  担当：山田・堀田
　　電話番号　　　　082-420-0944
　　メールアドレス  hgh200944@city.higashihiroshima.lg.jp

６－４  注意事項
・本資料による情報提供の依頼は、スマートフォン・電話サービスに関する技術や価格等の各種情報収集を行うものである。
・本資料による情報提供の依頼に対して、どのような提案を提示しても、それをもって将来のシステム導入を約束するものではない。
・提供資料等の作成及び提出に必要な費用は、情報提供者の負担とする。
・提供を受けた提案、資料等について、今後実施を予定する調達の際の調達仕様書に反映する場合がある。
・本件において追加提供の資料を希望する場合は、本市で協議の上可能な限り資料提供を実施する。追加の資料を希望する場合は「６－３　提案依頼に関する窓口」に問い合わせること。
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